
令和６年６月定例会

通告
順

通　告　者 質 問 事 項 要　　　　　　　旨

１.町長給与の特例措
   置の今後の対応に
   ついて

　前町長の急逝に伴い３月２４日執行された町
長選挙において、今後４年間町政を担うことに
なった町長。「よいゆざまちに」をスローガン
に、前町長の町政を継続することを掲げ、「必
要のない業務を減らし、町の実情にあった仕組
みづくりを目指す」とし、公費削減、コスト削
減に取り組むともコメントされております。
　町長の給与月額は、前町長が令和３年３月１
１日に専決処分し、特別職の職員の給与に関す
る条例第３条に定める額を１０％減額とする特
例措置が令和７年３月１８日までとなっていま
す。この特例措置について、今後どう対応され
るか。

２.「地域づくり」の
    拠点とする新道
    の駅整備を

　日沿道が、遊佐鳥海インターチェンジまで開
通した。遊佐ＰＡＴ（以下、「新道の駅」と記
載）の整備について、町は昨年１２月に建築基
本設計者、指定管理候補者と契約を締結し進め
ている。
　これまでの検討では、新道の駅を「ゲート
ウェイ」と位置付けている。新道の駅を「地域
づくりの拠点」とし、町内に人の流れを誘導す
る仕組みを整えることも大切である。
　平成２年に設立された「県道菅里直世下野沢
線（谷地・升川間)整備促進期成同盟会」の活動
もあり、同県道の未着工区間が、この３月に改
訂された「山形県道路中期計画２０２８」に盛
り込まれた。
　小山崎遺跡遺構の一般公開を令和１５年度ま
でに目指すと公表するなど、新道の駅周辺で町
が行う事業も想定され、将来的に財政負担増に
繋がる。振興審議会等に諮ることを前提に、関
連する事業の地域間調整、経済波及効果等の検
証を行うべきと考える。
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９番
菅原　和幸

（一問一答）
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通告
順

通　告　者 質 問 事 項 要　　　　　　　旨

２

1番
遊佐　亮太

（一問一答）

１．少子化の現状分
　　析と対策につい
　　て

・令和３年３月策定の計画期間令和３年度～令
和６年度の第２期まち・ひと・しごと創生遊佐
町総合戦略において、この４年間の累計出生数
目標を２５０人、各年度の目標を概ね６０人と
設定していた。実際の出生数は令和３年度が４
４人、令和４年度が４９人、令和５年度が２９
人、令和６年度は母子手帳発行に基づく１１月
２日までの出生見込み数だが２３人となってい
る。各年度は目標値を下回っており、特に令和
５年度については半分にも満たない。
・出生数がここまで落ち込むと子供のいない、
少ない集落も出てくると思われる。どの地区、
どの集落がどういった状況であるかという分析
は行われているのか。また、その分析を踏まえ
てどのような対策を行うのか。吹浦保育園の閉
園が検討されているが、閉園が地区の出生数に
どのような影響を与えるかなどについて過去の
実例を踏まえた分析は行われているのか。
・近隣の三川町が消滅可能性自治体から脱却し
たが、成功事例としてやられている施策等につ
いて質問をするという機会は作らないのか。
・三川町に限らず、少子化対策、子育て政策に
ついて一定の成功を見ている自治体は他にもあ
るが、そういった事例の分析を行うことも当町
の政策立案について重要なことと認識してい
る。
・複数部署にまたぐ取り組みになるが、当町に
おいてはどの部署が主体的役割を担うのか。ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略については企画
課企画係が取りまとめを行ったと聞いている
が、今後もその認識で良いか。
・まち・ひと・しごと総合戦略においては出生
数といった重要な数値に対して目標値を設定し
ている。目標値を設定するということはその数
字を追うべき努力をし、常に現状分析と対策、
いわゆるＰＤＣＡサイクル「Plan＝計画」「Do
＝実行」「Check＝評価」「Action＝改善」を回
していくものだが、その主体は企画課企画係に
なるという認識で良いか。
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通告
順

通　告　者 質 問 事 項 要　　　　　　　旨

１．町が抱える重要
    な課題として三
    本の柱に組み立
    てた経緯は

①「防災に強いまちづくり。地震や洪水などの
自然災害に備え、適切な対策を講じるため、緊
急避難所計画の改善や訓練の実施を推進する。
また、防災意識の向上を図るため、町民の皆様
への情報提供や啓発活動にも取り組む。」とあ
るが、令和４年１２月策定の「遊佐町地域防災
計画」に基づき自然災害等の対策実施中である
がその何処が課題でどう改善するのかお伺いい
たします。
②「多様性のある様々な価値観を持った町民が
みな暮らしやすいまちづくりを進める。誰もが
自分らしく輝ける環境を整えるため、職員の皆
様には積極的なコミュニケーションと相互理解
を促し、町民の声に耳を傾けそのニーズに応え
るための施策を充実させる。」とあるが、この
施策はどのようなものかお伺いいたします。
③「町民主役のまちづくりを実現するため、職
員の皆さんが自分を大事にするまちづくりを掲
げ、職員の働き方改革に取り組む。」とある
が、その働き方改革とはどのようなものかお伺
いいたします。

２．特に素早く取り
    組みたい事象は

「公費削減のため町長車の利用とコスト削減に
努める。」とあるが、現在までのその成果をお
伺いいたします。

３

　８番
佐藤　俊太郎

（一問一答）
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通告
順

通　告　者 質 問 事 項 要　　　　　　　旨

１.新町長の今後の町
   政について

　新町長の初めての定例会にあたり、これか
らの遊佐町をどのように未来へ進めていく
のか、考え方・政策を伺う。民間有識者グル
ープ「人口戦略会議」は今年４月、全国の４
割にあたる７４４自治体が消滅の可能性が
あると分析し、遊佐町も該当するとされた。
昨年、小学校の統合を終え、町全体が縮小に
向かっているかのように見えるなか、今後の
遊佐町の展望・未来像を町長自らの言葉で示
していただきたい。

２．これからの地域
    づくりについて

 高瀬・蕨岡まちづくりセンターの移転に向
け令和６年度一般会計予算も可決され計画
が進んでいる。令和５年１２月定例会でも一
般質問したが蕨岡まちづくりセンターにつ
いては旧蕨岡小学校校舎移転を計画するも、
改築・増築・間取りの変更が出来ず講堂的設
備が整わないため地域住民の理解が得られ
ていなかった。先の町政座談会蕨岡地区では
「講堂的設備を増築も検討」とあったようだ
が、高瀬・蕨岡まちづくりセンター移転の進
捗状況をお聞きする。
また、令和６年４月９日全員協議会で農業者
トレーニングセンターでアスベスト検出、同
３月１５日３施設での検体調査を行った旨の
説明があった。地域には他にも多くの公共施
設がある。この３施設限定での検体調査に至
った経緯をお聞きする。
町HPの町長あいさつにて「職員の働き方改
革」を宣言されている。現在の地域づくりは
各まちづくりセンター運営団体の担うところ
が大きい。会長・事務局長・事務職員のボラ
ンティア精神の上に成り立っていると推察す
るが、今後の処遇改善に向けての町の取り組
みをお聞きする。

４

　４番
今野　博義

（一問一答）
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通告
順

通　告　者 質 問 事 項 要　　　　　　　旨

１．国道345は町の玄
    関口、ごみの不
    法投棄対策は

　国道３４５号線は、国道４７号狩川矢倉交差
点から国道７号女鹿交差点まで庄内町・酒田
市・遊佐町３町を結ぶ主要道路である。当町の
南北に延びる道路でもあり、町の玄関口にあた
る道路でもある。町内の３４５号線上の真ん中
にあたる場所には現在「新道の駅」が建設中で
鳥海インター開通により、今後町内の観光を始
めとしてより一層町の賑わいが期待される。現
在７号線上には道の駅ふらっとやコンビニなど
があり観光客などで賑わっているが、賑わいが
多い分マナーの悪い方も多いようだ。接続する
７号線西浜地内から遊佐に向かい３４５号線の
緩やかなカーブを登っていくと、道路の左右に
は紙や空き缶などのごみの不法投棄が常時あ
り、看板やのぼりでの注意啓発も行っているが
一向に減る様子はない。中ほどには「遊ぽっ
と」の入り口もあり多くの利用もある中、ごみ
の投げ捨ては県道３５３号の交差点の西鳥海橋
付近まで続いている。現在の注意喚起だけでよ
いのだろうか、町としての不法投棄対策を伺
う。

２．町で応援する
   「メタバース婚活
    とは」

　今までの婚活といえば自治体や企業が企画す
るパーティーに参加したり、結婚相談所を利用
するイメージを抱いていたが、「メタバース婚
活」ではどのような形・流れで行うのか。メ
リットやデメリットを含めその内容を伺う。

６

５番
渋谷　敏

（一問一答）

１．町のブランド推
    進事業の現状・
    課題と今後の方
    策について

　民間組織「人口戦略会議」の報道によると、
今後３０年間で女性人口減を根拠とした消滅可
能性自治体が本県の８割の２８自治体が該当し
た。事態の深刻さから、各自治体は移住・定住
策、子育て支援策や選ばれるまちづくりのため
のブランディング等を課題にあげている。
　また、今年度の施政方針では、地域の産業振
興と町の地域活性化拠点施設の加工場を拠点と
した遊佐ブランド推進事業と連携した加工品の
ブランド化と販路拡大に努めるとしている。
　このことから、遊佐町が将来の生き残りをか
けて行うブランド事業を今後どのようにすすめ
ていくのかお伺いします。
・これまでのブランド事業の経緯と現状をど
　のように実施しているか。
・遊佐ブランド事業の課題について。
・町がブランドテーマを掲げ今後目標とす
　る事業を展開するための施策は。

５

７番
那須　正幸

（一問一答）
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通告
順

通　告　者 質 問 事 項 要　　　　　　　旨

１．西遊佐地区にあ
    る各工業団地の
    企業と町との防
    災協力について

　本年1月1日に起こった能登半島地震、遡って
令和1年6月18日の山形県沖地震の際、津波注意
報や警報が出され、暗い中海岸付近の住民は高
台に避難した。白木集落に於いては鳥海南工業
団地に多数避難したが防災無線が無い為情報が
届かず不安な思いをしたと聞く。これが平日の
日中の災害となった場合、近隣の工業団地の従
業員、住民を含めると数百人の避難者が出ると
想定される。
① 鳥海南工業団地付近への防災無線の設置はお
考えか
② 鳥海南工業団地、遊佐町工業団地、遊佐西部
工業団地等の企業と町との基本的な防災協力、
協定のお考えはあるか。

２．新規就農者を確
    保する手だては
   「地域計画」の策
    定の進捗状況に
    ついて

　どの自治体、どの業種も人材を確保すること
は容易ではないことは承知しているが、就農者
を増やすことは重要事項。
町としてどのような手だてを講じているのか。
① R4、R5の新規就農者数とR6の目標数、
　また、広報活動の方法
② 就農者のための事業が3つ程あるようだが
　それぞれ説明を問う。
　　・元気な担い手農業担い手育成支援事業
　　・経営継承、発展支援事業
　　・新規就農者育成総合対策事業
　昨年あたりから進み始めた「地域計画」の策
定について、遊佐町も今年度から話し合い設け
るところまで進んだ、と聞いております。「地
域計画」の策定についての具体的な説明と話し
合いの状況を問う。

７

２番
伊原　ひとみ

（一問一答）
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通告
順

通　告　者 質 問 事 項 要　　　　　　　旨

１．洋上風力発電事
　　業について

　来町した地震工学、防災専門家が津波に対す
る洋上風力風車の安全性について懸念を示して
いた。そこで新町長に下記の点をお聞きする。
①「防災に強いまちづくり」を掲げているが洋
上風力の開発により災害のリスクが高まる可能
性をどうとらえているか。
②この事業のメリットデメリットについて住民
を含め話す場を設けてほしい。

２．給食費の無償化
　　について

新町長は公約の一つ、給食費の無償化について
どのようなスケジュールで実施予定かお聞きす
る。

８

３番
駒井　江美子

（一問一答）

９

　３月定例会で副町長が示した施政方針を新町
長が１００％引き継ぐとみなしてよいのだろう
が、いくつかの事業について新町長の所信を問
うものである。
　あちこちの首長が洋上風力発電に大賛成で期
待に次ぐ期待を並べている。酒田港が基地港湾
に指定されたことも建設工事の前進である。メ
ンテナンスの仕事が多いと言われているので、
技術者を養成することも必要である。町有地を
有効活用して観光に結び付けることは高い付加
価値を生む方式である。比子インター近くで７
号沿いに２㏊の放棄地のような町有地があるが
ここを花公園に整備することは簡単にできて荒
地の有効活用である。
　白木の栄橋の撤去は具体的にどのような計画
なのか。解体を国の予算で行う予定のようだが
予算の獲得の目途はたっているのか。作業ヤー
ドはまだ見当たらないようだが、準備はどう
なっているのか。
　旧藤崎小学校の一部を餅加工の作業場に改造
して餅を生産する案がある。この餅屋の餅は地
元の直売所に並べられるのではなく、ファンが
多くいる関東方面の生活クラブ生協に出荷され
るとのことである。餅屋のシミュレーションが
かなり計画性の高いもので空き校舎利活用の見
本となるような生産を是非やってもらいたい。
　新道の駅の整備では、重点道の駅でもなけれ
ば防災道の駅でもない状況である。インター
ネットは常識であるので客集めのためにWi-Fiの
整備はもちろん行って当たり前である。火災の
時に十分な消防活動を行うには消火栓の１つや
２つでは心もとないし、本格的な防火水槽を整
備して安心安全な道の駅にする必要がある。建
物の耐震・耐火構造も安全な道の駅に欠かせな
い。

１．施政方針いくつ
    かの事業

１１番
斎藤　弥志夫

（一問一答）
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通告
順

通　告　者 質 問 事 項 要　　　　　　　旨

１０

６番
本間　知広

（一問一答）

１．「遊佐町都市計
    画区域」の見直
    しを

　「消滅可能性のある自治体」がにわかにク
ローズアップされている。それは、人口が減少
しているからに他ならない。その対策につい
て、これまでも「移住・定住」についてなど質
問してきた経緯がある。今回は町の「都市計
画」について質問する。
　都市計画法は昭和４３年６月に制定され、主
に違法建築などによる地域の乱開発を防止する
ため運用されてきた。町の都市計画区域は「遊
佐地区」・「吹浦地区」・「西遊佐地区」の３
つあり、それぞれ昭和の時代に設定され、これ
まで宅地などの造成が行われてきた。そして現
在、今後「２０年後を見据えた町の将来像を示
す」とされた「遊佐町都市計画マスタープラ
ン」が令和４年２月に策定されている。
　この区域を今後のまちづくりにどう生かして
いくかが課題であり、またチャンスでもあるの
ではと考える。特に区域の設定については、今
の環境に即したものに見直すことにより、より
活用しやすいものになっていく可能性があると
思うが所見を伺う。
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